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１

ペ
ー
ジ

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
六
日
ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
能
代
市
榊
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
字
柏
子
所
百
二
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
元
　
雅
晴

二
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
字
機
織
轌
ノ
目
百
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
田
　
　
勝

秋
田
県
教
育
委
員
会
デ
ー
タ
連
携
・
運
営
基
盤
の
借
入
に
係
る
企
画
提
案

書
の
提
出
を
求
め
る
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
事
項

（一）

借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

秋
田
県
教
育
委
員
会
デ
ー
タ
連
携
・
運
営
基
盤
　
一
式

（二）

借
入
物
品
の
仕
様
等

別
に
定
め
る
企
画
提
案
競
技
実
施
要
綱
等
に
よ
る

（三）

契
約
期
間

平
成
十
九
年
十
一
月
上
旬
（
契
約
締
結
日
）
か
ら
平
成
二
十
六
年
三

月
三
十
一
日

（四）

借
入
物
品
の
設
置
期
限

平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
一
日

（五）

借
入
物
品
の
設
置
場
所

別
途
指
定
す
る
場
所

二
　
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
者
に
必
要
な
資
格

企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て

の
要
件
を
満
た
す
者
で
、
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に

必
要
な
資
格
（
以
下
「
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
と
秋
田
県
知

事
に
認
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

（二）

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生

手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二

十
五
号
）
に
基
づ
く
民
事
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る

告
　
示

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
四
一
〇
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
デ
ー
タ
連
携
・
運
営
基
盤
の
借
入
に
係
る
企
画

提
案
書
の
提
出
（
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

者
（
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
を
除
く
）
で
な
い
こ
と
。

（三）

秋
田
県
税
及
び
社
会
保
険
料
に
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

（四）

国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
本
業
務
と
同
種
の
業
務
（
デ
ー
タ
連
携

（
デ
ー
タ
統
合
）
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
、
シ
ス
テ
ム
監
視
業
務
等
）
の
受

託
実
績
（
借
入
物
品
形
態
以
外
の
業
務
シ
ス
テ
ム
の
構
築
業
務
も
含

む
。
）
が
あ
る
こ
と
。

（五）

本
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
受
託
体
制
（
同
種
の
業
務
（
シ

ス
テ
ム
構
築
、
デ
ー
タ
連
携
（
デ
ー
タ
統
合
）
業
務
等
）
経
験
を
５
年

以
上
有
す
る
責
任
者
の
配
置
も
含
む
。
）
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
者

で
あ
る
こ
と
。

（六）

秋
田
県
内
に
本
社
、
支
社
又
は
営
業
所
等
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（七）

本
公
告
の
物
品
を
第
三
者
を
も
っ
て
貸
付
け
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ

っ
て
は
、
当
該
物
品
を
自
ら
貸
し
付
け
で
き
る
能
力
を
有
す
る
と
と
も

に
、
第
三
者
を
も
っ
て
貸
付
け
で
き
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
で

き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
参
加
資
格
の
認
定
の
手
続

（一）

参
加
資
格
の
認
定
申
請

企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
よ
り
知
事
に
参
加

資
格
確
認
申
請
を
行
い
、
参
加
資
格
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（１）

提
出
書
類
及
び
提
出
部
数

秋
田
県
告
示
第
四
百
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

公
　
　
　
　
　
　
告

告
　
　
　
　
　
　
示

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

本
荘
西
目
線

本
荘
西
目
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
七
・
〇
〇
〜
三
四
・
〇
〇

一
九
・
五
〇
〜
三
四
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
一
一
二

〇
・
一
一
二

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
万
願
寺
一
番
三
地
内

〃
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２

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
提
案
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
以

下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
一
部

ア
　
住
所
又
は
所
在
地
、
氏
名
又
は
名
称
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ

っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
電
話
番
号
等
（
企
業
連
合
体
で
の

共
同
提
案
に
つ
い
て
は
、
責
任
社
を
明
確
に
し
、
提
案
社
名
を
連

名
で
記
載
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
協
定
書
等
の

写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。
）

イ
　
申
請
の
日
に
お
け
る
資
本
状
況
及
び
従
業
員
数
等

ウ
　
過
去
五
年
以
内
に
、
同
種
業
務
シ
ス
テ
ム
の
構
築
業
務
を
受
託

し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
誠
実
に
履
行
し
た
実
績
（
国
及
び
地
方
公

共
団
体
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
内
容
等

エ
　
受
託
組
織
体
制
、
本
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
技
術

者
の
資
格
及
び
経
験
等

オ
　
本
公
告
の
物
品
を
自
ら
又
は
第
三
者
を
も
っ
て
貸
し
付
け
で
き

る
能
力
を
有
す
る
こ
と
の
証
明
等

（２）

提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

（３）

提
出
期
間

平
成
十
九
年
八
月
二
十
四
日
（
金
）
か
ら
同
年
九
月
七
日
（
金
）

ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下

「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
簡
易
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
と
し
、
同

日
午
後
五
時
ま
で
必
着
）
と
す
る
。
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
申
請

書
の
追
加
及
び
変
更
は
認
め
な
い
。

（４）

提
出
場
所

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
八
〇
　
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
七
階

秋
田
県
教
育
庁
総
務
課
　
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
五
一
二
二

（二）

参
加
資
格
の
認
定
の
時
期

平
成
十
九
年
九
月
中
旬

（三）

参
加
資
格
の
認
定
の
結
果
の
通
知

参
加
資
格
の
認
定
の
結
果
は
、
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

（四）

参
加
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

（１）

提
出
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
理
由
に
つ

い
て
知
事
に
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
（三）
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら

七
日
以
内
に
、
説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
（一）
の
（４）
の
場

所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（２）

説
明
を
求
め
た
者
に
対
し
て
は
、
（１）
の
書
面
の
提
出
が
あ
っ
た
日

か
ら
七
日
以
内
に
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
。

四
　
企
画
提
案
書
の
提
出
手
続

（一）

提
出
書
類

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
企
画
提
案
書
（
Ａ
四
判
縦
長
用
紙
、

横
書
き
、
左
と
じ
）
十
部
（
正
本
一
部
及
び
副
本
九
部
）

（１）

業
務
全
体
の
理
解
度
に
関
す
る
こ
と

（２）

業
務
シ
ス
テ
ム
実
現
に
必
要
な
要
件
に
関
す
る
こ
と

（３）

業
務
履
行
に
関
し
て
必
要
な
要
件
に
関
す
る
こ
と

（４）

提
案
者
に
求
め
る
必
要
な
要
件
に
関
す
る
こ
と

（５）

借
入
及
び
運
営
に
要
す
る
経
費
に
関
す
る
こ
と

（二）

提
出
方
法

持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

（三）

提
出
期
間

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
（
金
）
か
ら
同
年
十
月
五
日
（
金
）
ま

で
（
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
郵
送
に
よ

る
場
合
は
、
簡
易
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
と
し
、
同
日
午
後
五
時
ま
で

必
着
）
と
す
る
。
な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
企
画
提
案
書
の
追
加
及
び

変
更
は
認
め
な
い
。

（四）

提
出
場
所

三
の
（一）
の
（４）
に
同
じ

五
　
最
優
秀
提
案
者
の
選
定
等

（一）

選
定
に
関
し
審
査
す
る
事
項

企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
最
も
優
れ
た
提
案
を
行
っ
た
と

認
め
ら
れ
る
も
の
を
選
定
す
る
際
に
審
査
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

（１）

業
務
全
体
の
理
解
度
に
関
す
る
こ
と

（２）

業
務
シ
ス
テ
ム
実
現
に
必
要
な
要
件
に
関
す
る
こ
と

（３）

業
務
履
行
に
関
し
て
必
要
な
要
件
に
関
す
る
こ
と

（４）

提
案
者
に
求
め
る
必
要
な
要
件
に
関
す
る
こ
と

（５）

借
入
及
び
運
営
に
要
す
る
経
費
に
関
す
る
こ
と

（二）

選
定
方
法

企
画
提
案
書
を
対
象
と
し
て
審
査
を
行
い
、
最
も
優
れ
た
提
案
を
行

っ
た
提
案
者
を
決
定
す
る
。

（三）

選
定
の
時
期

選
定
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
二
日
（
金
）
ま
で
に
行
う
。

（四）

選
定
結
果
の
通
知

選
定
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
速
や
か
に
通
知
す
る
。

（五）

選
定
さ
れ
な
か
っ
た
提
案
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

（１）

選
定
さ
れ
な
か
っ
た
提
案
者
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
知
事
に
説

明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
説
明
を
求
め

よ
う
と
す
る
者
は
、
（四）
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、

説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
三
の
（一）
の
（４）
の
場
所
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（２）

説
明
を
求
め
た
提
案
者
に
対
し
て
は
、
（１）
の
書
面
の
提
出
が
あ
っ

た
日
か
ら
七
日
以
内
に
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
。

六
　
公
告
業
務
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
交
付
場
所

（一）

説
明
書
の
交
付
期
間

平
成
十
九
年
八
月
二
十
四
日
（
金
）
か
ら
同
年
九
月
七
日
（
金
）
ま

で
（
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（二）

交
付
場
所

三
の
（一）
の
（４）
に
同
じ

七
　
参
加
資
格
及
び
現
場
説
明
会

参
加
資
格
の
認
定
手
続
に
係
る
説
明
会
は
実
施
し
な
い
。
現
場
説
明
会

は
、
以
下
の
日
時
で
実
施
す
る
。

（一）

日
時

平
成
十
九
年
九
月
四
日
（
火
）

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

（二）

場
所

秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
八
階
八
十
一
会
議
室

八
　
そ
の
他

（一）

こ
の
公
告
に
係
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
は
、
返
却
し
な
い
。

（三）

企
画
提
案
書
の
提
出
に
係
る
一
切
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
提
案
者
の

負
担
と
す
る
。

（四）

最
優
秀
提
案
者
の
選
定
に
際
し
て
、
提
案
者
に
対
し
て
企
画
提
案
書

の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

（五）

借
入
物
品
の
仕
様
等
の
説
明
資
料
の
交
付
に
当
た
っ
て
は
、
機
密
情

報
保
持
誓
約
書
の
提
出
を
求
め
る
。

（六）

問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
教
育
庁
総
務
課
　
電
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八
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〇
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一
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要
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S
u
b
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r
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o
f
D
a
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n
sfe
r
p
la
tfo
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sy
ste
m
a
n
d
o
p
e
ra
tio
n
m
o
n
ito
r
sy
ste
m
a
n
d

D
a
ta
b
a
ck
u
p
sy
ste
m
to
A
k
ita

P
re
fe
ctu
re

B
o
a
rd

o
f
E
d
u
ca
tio
n

（
２
）
D
e
a
d
lin
e
fo
r
th
e
su
b
m
issio

n
o
f
p
ro
p
o
sa
ls

５
:0
0
ｐ
.ｍ
.
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th
O
cto
b
e
r，
2
0
0
7

（
３
）
C
o
n
ta
ct
in
fo
rm
a
tio
n

G
e
n
e
ra
l
A
ffa
irs

D
iv
isio
n
，
A
k
ita

P
re
fe
ctu
ra
l

B
o
a
rd

o
f
E
d
u
ca
tio
n
3
-1
-1
S
a
n
n
o
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A
k
ita

C
ity
，

A
k
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P
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0
1
0
-8
5
8
0
，
Ja
p
a
n
T
E
L
0
1
8
-
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o
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8
6
0
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